
議事（１）バス路線再編に向けた取り組みについて



【資料１】活性化再生法改正に伴う対応



１．活性化再生法改正に伴う対応
【背景】

令和２年度「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案」が成立。

１．前橋市地域公共交通網形成計画から前橋市地域公共交通計画への修正

【方向性】Ｈ30.3月策定の網形成計画個別施策の現状に応じた追加修正、定量目標の見直し

修正案：検討状況を踏まえた都心幹線時刻設定、区間の具体化等

追加施策案：ＩＣＴを活用した地域交通網の有効化（例自動運転、ＭａａＳ、ＡＩ配車等）

定量目標の変更：標準指標として「住民等の公共交通の利用者数」「公共交通の収支率」

「公共交通への公的資金投入額」の設定を行う。

２．共同経営計画の策定

市内中心部の高頻度かつパターンダイヤ化された都心幹線の設定に関し、

独占禁止法の適用除外を活用した共同経営計画を策定し、持続的なサービスの提供を図る。
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１．活性化再生法改正に伴う対応
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国土交通省「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律について」補足説明資料より一部抜粋
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１．活性化再生法改正に伴う対応（共同経営計画）

認可後6社が協定を締結し、
等間隔運行開始

6



【資料２（１）】都心幹線設定に向けた検討状況



２（１）．都心幹線設定に向けた検討状況

【取り組み状況】

➀都心幹線ダイヤ調整関係

②分かりやすい情報案内の検討

③待合環境の改善
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２（１）．都心幹線について（本町ライン）

本町ラインの現状
・前橋公園から前橋駅を通過し、市内東部、南部方面を繋ぐ路線
・前橋駅 から県庁前を通過し、市内西部方面を繋ぐ路線 が重複して運行（6社 11路線）

JR 前橋駅

中心市街地

グリーンドーム前橋

前橋公園

県庁

市役所

平 日 土日祝

前橋駅→県庁方面 153本 (6:15~20:40) 99本(7:00~19:55)

県庁→前橋駅方面 142本（7:18~21:01) 101本(7:18~19:01)

本数は多いが、6社全体でみると非効率な運行

00分
~05分

06分
~10分

11分
~15分

16分
~20分

21分
~25分

26分
~30分

31分
~35分

36分
~40分

41分
~45分

46分
~50分

51分
~55分

56分
~60分

00イオン
(群バス)
03広瀬
(日本中央)

04金古王塚

(関越交通)

05西大室
(日本中央)

15東大室
(永井運輸)

17京目
(上信電鉄)

30土屋
(関越交通)

30芝塚
(群馬中央)

30榛東
(日本中央)

35けやき
(関越交通)

45新玉
(永井運輸)

45京目
(上信電鉄)

45東大室
(永井運輸)

45西大室
(日本中央)

前橋駅時刻表10時台 (県庁前経由便）

4本が同時刻に
発車

6社のダイヤを等間隔に運行するよう調整し、利便性を向上
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２（１）．都心幹線について（本町ライン）
等間隔運行に向けたこれまで経過

2018.3 前橋市地域公共交通網形成計画 策定
2018～ 乗合バス事業にかかる独占禁止法適用除外の議論（未来投資会議）
2019.9 第1回バス事業者経営者会議

・独占禁止法適用除外の動きを共有
・共同経営手法の活用も視野に入れ、市のリーダーシップにより交通再編を進めていくことを
共通して認識

2019.12  第2回バス事業者経営者会議
・福島大学 吉田准教授を招き、八戸市の等間隔運行化等の事例をもとに意見交換

2020.2～ 本町ラインダイヤ調整に向けたワーキング開始
・前橋市、群馬県、6社ダイヤ編成担当者、吉田准教授

2020.4 独占禁止法特例法公布
2020.11 独占禁止法特例法施行

これまで、複数社の間でダイヤ調整等を行うことは禁止
→ 独占禁止法特例法により、ダイヤ調整による等間隔運行等の共同経営が可能となった。

10



２（１）．都心幹線について（本町ライン）
等間隔運行の概要
■ 時 間 帯 日中１０時～１６時
郊外路線で構成するため、通勤時間帯は現状を維持

■ 運行間隔 最大１５分間隔
ＪＲ両毛線の上下１５分間隔にあわせ、本町ライン
についても上下ともに最大１５分間隔として調整
①県庁方面 前橋駅を毎時00分,15分,30分,45分
②前橋駅方面 市役所・合庁前を毎時01分,16分,31分,46分

現 状
県庁方面

（前橋駅時刻表）

等間隔運行後
県庁方面

（前橋駅時刻表）

最大20分

同発

※土日は最大35分

中心市街地

グリーンドーム前橋

県庁前

表町

本町

日銀前

前橋駅

前橋公園

市役所・
合庁前

15分に1本は必ず運行
する形にダイヤ調整

15分間隔の間はできる
限り5分の単位で調整
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２（１）．都心幹線について（本町ライン）
等間隔運行の概要
■ バス停間時分の統一

各社のバス停間所要時分がバラバラであるため、
所要時分を揃え、各バス停において、わかりやすく等間隔になるよう調整

所要時分の統一については、群馬県
が実施しているバスロケのデータ(各
バス停通過時刻)を活用して検討
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２（１）．都心幹線について（本町ライン）

西部方面

南部・東部
方面

市内循環・
総社・川原

南部広域幹線・東部

北部広域幹線

本町ライン
(公園行き）

本町ライン
(高崎方面）

中央前橋ライン
・北部方面
(赤城県道）

市内循環・
総社・川原

前橋公園・県庁

渋川駅方面

１番のりば前橋公園行き
５番のりば県庁前経由高崎方面行き

等間隔運行化にあわせ、両のりばを
近接させ利便性の向上を検討中

北部方面

南部広域幹線・東部

前橋駅のりばの効率化

見直し例
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２（１）．都心幹線について（本町ライン）

バス事業者６社の間で、共通運賃区間を設定している。
２００円区間（前橋駅から３㎞）

１５０円区間（前橋駅から２㎞）

R2.12～ MaaS実証実験 定額制乗り放題
デジタルチケットを販売

本格導入時には、共同経営の仕組みを活用し、
運賃プール制を検討

２００円区間 １５０円区間

１日券 500円 MNC割 400円 400円 MNC割 300円

１週間券 2,200円 MNC割1,800円 1,900円 MNC割 1,400円

※MNC割：MaaSアプリとマイナンバーカードを紐づけし、
市民認証により割引

運賃定額制の検討
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２（１）．都心幹線について（本町ライン）

スケジュール（予定）
令和2年12月 第4回ダイヤ調整ワーキング

・平日ダイヤ、土日祝ダイヤの最終調整
・バス停間所要時間の調整

令和3年 1月 各社 等間隔運行(共同経営)に向けた最終意思決定

令和3年 2月 等間隔運行のための共同経営計画案策定

令和3年 3月 第10回法定協議会(あるいは第11回法定協議会) 共同経営計画の意見照会

令和3年 4月 国土交通大臣へ共同経営計画の承認申請

令和3年度上期 共同経営計画の認可

令和3年度下期 ・6社における協定締結
・各社ダイヤ変更を運輸支局へ届出
・等間隔運行開始 ※ICカード導入にあわせて再編実施

15



２（１）．都心幹線について（中央前橋ライン）

中央前橋ラインの取り組み状況

既存路線の経路変更を行うことで県庁前－立川
町経由－前橋駅間の運行本数を拡充。

（１）対象路線ダイヤ調整
令和３年度中に区間増便に向け検討
１便／1ｈ → 日中 1便／30min
※中心市街地の再開発に併せ拡充検討

（２）運行区間の環境改善
➀新規運行区間に伴う道路標示の変更調整
②立川町通りの渋滞解消策の検討
③中央前橋駅ロータリー整備の検討
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２（１）．都心幹線について（中央前橋ライン）

都心幹線中央前橋ラインの構成
新前橋西口線経路変更

川曲線経路変更
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２（１）．都心幹線について（中央前橋ライン）

【中央前橋ラインの設定に係る道路標示の変更】
令和２年8月 前橋警察署と停止線についての協議
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２（１）．千代田町三丁目交差点改良に向けた検討状況について

■昨年度の検討結果

都心幹線・中央前橋ラインのルートの定時性、速達性を確保するため、千代田町三丁目交差点に左折
レーンを設けて立川町通りの渋滞が解消できるかシミュレーション調査を実施したが、大幅な改善効果は
見られなかった。

■本年度の実施状況

立川町通りの渋滞の解消するため、東西方向の交通容量向上を目指し、下記の短期的改善案、中期的改
善案を検討し、その効果についてシミュレーション調査を実施する。

＜短期的改善＞

・南北方向の右折専用の青時間を削り、東西
方向の青時間を増加させ、立川町通りの渋
滞の解消を目指す。

＜中長期的改善＞

・東から西方面に直進レーンを１レーン追加
することで交通容量を増加させ、立川町通
りの渋滞解消の可能性を検討
※西断面、東断面とも拡幅の課題がある

■千代田町三丁目交差点概略

現状 改良後

西断面 東断面
東断面西断面

直進レーンを追加
拡幅が必要

直進レーンを追加
拡幅が必要19



２（１）．都心幹線に係る検討状況

②利用者目線の分かりやすい情報案内の検討

【総合時刻表（試行版）の先行公開】
・オープンデータ（ＧＴＦＳ）を活用して、一体化された時刻表を作成。
・「前橋駅～県庁前・前橋公園間」「前橋駅～中央前橋駅間」「前橋駅～けやきウォーク周辺間」が対応。
・Ｒ２は試行版として前橋市ＨＰにて先行公開。Ｒ３は都心幹線ダイヤに対応したリニューアルを予定。
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２（１）．都心幹線に係る検討状況

② 利用者目線の分かりやすい情報案内の検討

【バスロケ試験運用】
・群馬県のバスロケーション実証実験の２年度目。オープンデータ（ＧＴＦＳ）を活用して、バス車両位置
情報を案内。

・ウェブでの案内の他、前橋市役所・群馬県庁・ＪＲ前橋駅・日赤病院のサイネージでも情報掲載。
・Ｒ元年度日赤病院関連７路線に加え、Ｒ２年度は県庁前を走行する路線が追加され、計２６路線に増加。
・11月1日～11月30日の30日間で約43,000件のアクセス有。 21



２（１）．都心幹線に係る検討状況

② 利用者目線の分かりやすい情報案内の検討

【群馬県庁前バス停乗り場案内】
・４か所ある県庁前バス停について、案内表示を群馬県が設置。
・令和２年度バスロケーションの実証実験と併せて設置された。

１番乗り場（昭和庁舎前）：
前橋公園方面行

２番乗り場（セブンイレブン前）：
（高崎方面から）前橋駅方面行

３番乗り場（群馬会館前）：
（前橋公園方面から）前橋駅方面行

４番乗り場（市役所駐車場西）：
高崎方面行
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２（１）．都心幹線に係る検討状況

③ 待合環境の改善

【ハイグレードバス停（広告付上屋）の設置】
・令和元年度から群馬県と共同で待合環境の改善としてバス停の上屋を設置。
・令和２年度は、「市役所合庁前（前橋公園・高崎方面行）」「千代田二丁目（前橋駅行）」
「日銀前（前橋駅行）」 の三箇所に設置。

【Ｒ２新設】
千代田町二丁目
（前橋駅行）

【Ｒ２新設】
市役所合庁前
（前橋公園・
高崎方面行）

【Ｒ２新設】
日銀前

（前橋駅行）

Ｒ元年度：２箇所 Ｒ２年度：５箇所

23
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【資料２（２）】広域幹線に係る検討状況



２（２）．広域幹線に係る検討状況

北部広域幹線の取り組み状況

国道１７号を運行する関越交通、他関係者との協議

■実施済
➀パターンダイヤ化の調整
■参考：概ね平日前橋駅発10,27,40,57分）
②交通系ＩＣカードの導入
Ｒ2.4.1から当該路線を含む関越交通の
一部路線に導入

■実施予定
③12/5からけやきウォークへ一部土日祝延伸

周辺環境改善を検討
④交通結節点としての機能強化
・富士見地区デマンドバス（るんるんバス）

との接続強化を検討
⑤道の駅開設に併せた調整
・新設道の駅との連携に向けた事業者調整

25

12月5日～土日祝限定でけやき
ウォークへ延伸



２（２）．広域幹線に係る検討状況

南部広域幹線の取り組み状況

けやきウォーク、前橋工科大、パワーモールの
区間増強を検討

■実施予定
➀けやきウォークへの路線振替に併せた

周辺環境改善
②路線集約に併せた代替移動手段の検討
③玉村町内の運行経路調整
④Ｐ＆ＢＲ候補地の検討

■関連事項
・玉村町の交通結節拠点整備

けやきウォーク周辺環境整理を検討

玉村町交通広場への経由を玉村町と
調整中
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２（２）．広域幹線に係る検討状況

南部広域幹線の構成

東大室線3ダイヤ⇒２ダイヤへ
南部広域幹線へ振替

新町玉村線⇒南部広域幹線へ一部振替
下川団地線⇒南部広域幹線へ振替

27

他路線からの振り替えにより、南部広域幹線の運行頻度を増加する



【資料３】その他路線再編に向けた調整



３．交通系ＩＣカードの導入

(１）導入の概要

【目 的】
コロナ禍における非接触型決済機能の拡充
マイクロツーリズム含む観光者への対応
利用者の利便性向上

【現 状】

令和２年４月１日～ １１路線に導入

今後残りの２８路線に導入予定

デマンドを除く市内全路線で

交通系ＩＣカードが使用可能に！

※関越交通（マイバス南北循環以外）
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３．交通系ＩＣカードの導入

(２）導入効果、今後の課題・展開

【効 果】 【今 後】

バスカードのあり方
交通系ＩＣカード導入後のバスカードのあり方、
バスカードによる既存サービスの継続について検討が必要。

＊既存の磁気バスカード

交通系ＩＣカードを利用した施策
ＩＣカードを利用した新しいサービス展開
（MaaSと交通系ＩＣカードの連動など）

乗るほどおトク
(ポイント制度など）

非接触型
キャッシュレス決済

インバウンド対応

利便性の大幅な向上による
バスのイメージアップ
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【資料４】城南あおぞら号（城南地区地域内交通）
運行実績報告



４．城南あおぞら号（城南地区地域内交通）運行実績報告

城南地区では、住民が自らの移動手段を確保するため、平成２３年より地区内で
地域内交通の導入検討が開始された。

前橋市では地域公共交通網形成計画に基づき、市内の公共交通不便地域の解消を
図るため、平成３０年度より地域内交通を運営する「城南地区地域内交通運営委員
会」への支援を開始した。

（１）背景

平成30年12月13日～平成31年 2月28日 地域内交通実証実験

令和 2年 2月27日～令和 2年 9月30日 プレ運行開始

令和 2年 7月30日 令和3年度地域内フィーダー系

統確保維持計画認定申請

令和 2年 7月31日 城南地区地域内交通の愛称が

「城南あおぞら号」となった

令和 2年10月 1日 本格運行開始
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①プレ運行（R2.2.27～R2.9.30）

運行日数：186日 ／ 輸送人員：421人 ／ 輸送件数：376件 ／ キャンセル率：17.9％

／ 一日平均：2.49人（最大18）

②本格運行（R2.10.1～R2.11.30）

運行日数：51日 ／ 輸送人員：124人 ／ 輸送件数：113件 ／ キャンセル率：15.0％

／ 一日平均：2.43人（最大９）

■主な利用バス停（R2.2.27～R2.10.31）

大胡駅、セブンイレブン小屋原店前、とりせん駐車場、駒形駅北口、善衆会病院等

■利用バス停数（累計）

４．城南あおぞら号（地域内交通）運行実績報告

（２）実績

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

31 36 41 41 43 47 50 50

城南あおぞら号回数券販売枚数・・・１７セット
乗り継ぎ割引券・・・・・・・・・・ ３枚 ※R2.10.1より開始
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４．城南あおぞら号（地域内交通）運行実績報告

令和2年8月から9月にかけて城南地区内の全世帯にアンケート用紙を配布し、城南あおぞ
ら号の利用について調査した。

配布枚数：５，５３８枚 回数数：２，８２３枚（回収率５１％）

（３）城南地区内アンケート調査

利用した方の意見では、
バス停以外での乗降を
希望する声が最も多
かった。

次いで、運行時間の延
長、日曜日の運行を希
望する方が多かった。
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４．城南あおぞら号（地域内交通）運行実績報告

（３）城南地区内アンケート調査

他モビリティへ乗り継ぐにあたり、最
も多かった要望は待合環境の快適化で
あった。

次いで、乗継時の運賃の割引を希望す
る声が多かった。

最も多かった声は分からないであった。

しかし、行くと思うと回答した方は行
かないと思うと回答した方より多かっ
た。

次いで、上記の乗り継ぎ対策を実施し
た場合、城南あおぞら号からバスや鉄
道に乗り継いで街中へ行くか聞いたと
ころ、
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４．城南あおぞら号（地域内交通）運行実績報告

①城南あおぞら号通信

（４）利用促進・PR策

②城南あおぞら号回数券 ③乗り継ぎ割引券

令和2年 7月 第１号発行

令和2年10月 号外号発行

地域でデザインし、地区内
に配布・回覧を行っている

令和2年10月 販売開始

地域の費用負担でお得な回数
券を印刷・運用。

1,500円で150円券11枚綴り
を販売。

令和2年10月 配布開始

城南地区内の鉄道・バス路
線から城南あおぞら号に乗り
継いだ方を対象に割引券を配
布し、運賃の割り引きを実施。
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４．城南あおぞら号（地域内交通）運行実績報告

①コロナ禍における需要喚起

（５）今後の課題・展開

一日あたりの輸送人員は令和2年11
月の実績で2.43人である。
これを令和5年度までに15人に増加
させることとしたい。

2.43
人

15人

≪現状≫ ≪令和5年度目標≫

②アンケート調査の結果活用

アンケート結果から分かる主な住民要望は下記の通り。

ドアツードア化 周知運行時間の延長

利用者利便の向上を図るため、地域と検討を続ける。
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